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重 要 事 項 説 明 書 
（介護老人福祉施設サービス） 

 

 

あなたに対する施設サービス提供開始にあたり、大阪市条令に基づいて、当事業者があなたに説明すべ

き事項は次のとおりです。 

 

１.運営規程に下記の目的及び基本方針が規定されています。 

社会福祉法人恩賜

財団
済生会支部大阪府済生会が運営する泉尾特別養護老人ホーム大正園（以下「施設」と

いう。）の運営及び利用について必要な事項を定め、施設の円滑な運営を図ることとともに入所者の意

志及び人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供することを

目的とする。 

２.施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、在宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、

排泄、食事の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の介護を行なうことにより、入所者がその有する能力に応じた自立した日常生

活を営むことができるようにすることを目指す。 

３.施設は入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って、指定介護福祉施設の提供に努

める。 

４.施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行ない大阪市、居宅

介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努める。 

５.施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

６.施設は、指定介護福祉老人施設サービスを提供するにあたっては、介護保険法第 118 条の 2 第 1 項

に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとす

る。 

７.上記の他「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第３９号、 

平成１１年３月３１日付）」を遵守する。 

 

1 開設者の情報 

名称 社会福祉法人恩賜

財団
済生会支部大阪府済生会 

住所 〒542-0012 大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 

電話番号 ０６－６７６３－０２５７ 

ＦＡＸ番号 ０６－６７６３－０２５０ 

代表者の氏名 三嶋 理晃 

設立年月日 明治４４年５月３０日 

 

2 施設の概要 

    社会福祉法人恩賜

財団
済生会支部大阪府済生会 泉尾特別養護老人ホーム 大正園 

建物 

名称 泉尾特別養護老人ホーム 大正園 

 

 

 

構造 鉄筋コンクリート造 3階建 

延べ床面積 3,270.40㎡ 

利用定員 108名[含短期入所（8床）] 
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（１）居 室 

 居室の種類 室 数 面 積 １人あたり面積 

 １人部屋(従来型個室) 8室 78.32㎡ 9.79㎡ 

 ４人部屋(多床室) 25室 825.00㎡ 8.25㎡ 

   計 33室 903.32㎡ 8.41㎡ 

 

(２)主な設備 

設備の種類 数 面積 1人あたりの面積 

食堂､デイルーム 2室 144.6㎡ 1.45㎡ 

機能訓練室 1室 38.94㎡ 0.39㎡ 

一般浴室 1室 69.30㎡  

個別浴室 1室 6.37㎡  

機械浴室 1室 85.14㎡ 

(特殊浴槽)  2台 

 

医務室 1室 42.90㎡  

 

3職員の勤務体制                                     (令和 7年 7月 1日現在) 

従業者の職種 指定基準 
実員数(常勤換算) 

勤務体制 休暇 
常勤 非常勤 

施設長 １名 １名 ０名   正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務  

年間 

１１０日 

or 

１６２日 

生活相談員 ２名 ２名 ０名 
  正規の勤務時間帯（９：３０～１８：３０）常勤で勤務 

 入所者の処遇・生活相談に関する業務を行います。 

介護職員 

介護補助 

３３名 

(内看護職

員３名以上)     

２８名 １０名 

Ａ勤（ ９：３０～１８：３０） 

Ｂ２勤（２１：００～７：３０） Ｂ１０勤（２０：００～８：００） 

Ｃ勤（７：４５～１６：４５） Ｃ10勤（８：００～１９：００）  

Ｃ２勤（７：２５～１６：２５） 

Ｄ勤（１０：３０～１９：３０） Ｄ10勤（１０：００～２１：００） 

Ｄ２勤（１２：０５～２１：０５） 

Ｆ勤（９：００～１８：００）  

Ｆ２勤（８：４５～１７：４５） 

Ｇ勤（８：３０～１７：３０） 

上記の時間帯で複数勤務 

入所者の自立支援及び日常生活での入浴 排泄  

食事等の介護・支援に関する業務を行います。 

看護職員 5名 ２名 

Ａ勤（ ９：００～１８：００）  

Ｂ勤（１６：３０～ ９：３０）  

Ｃ勤（ ８：００～１７：００） 

Ｄ勤（１０：００～1９：００）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

上記の時間帯で複数勤務 

入所者の健康の状況に注意し医師の指示の下、看護業

務・保健衛生に関する業務を行います。 

機能訓練指導員 １名 1名 ０.7.名 

Ａ勤（ ９：００～１８：００） （ ９：３０～１８：３０） 

日常生活を営むのに必要な機能を回復しその減退を防

止します。  
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介護支援専門

員 

1名 1名 ０名 

  Ａ勤（９：３０～１８：３０） 

施設サービス計画書の作成とその実施状況の把握を行

います。 

管理栄養士 １名 １名 ０名 
  勤務時間帯（９：３０～１８：３０） 

給食計画・栄養計画などに関する業務を行います。 

事務員 必要数 必要数 必要数 

Ａ勤（９：３０～１８：３０） 

Ｆ勤（９：００～１８：００）  

Ｇ勤（８：３０～１７：３０） 

上記の時間帯で複数勤務 

医  師 必要数 必要数 必要数 
毎月、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、精神神経

科医より健康管理と療養上の指導を行います。 

 

調理員(委託) 必要数 必要数 必要数   給食計画に基づき調理を行います。  

清掃(委託) 必要数 必要数 必要数 3名(８：００～１１：００) (８：００～１４：００)  

 

4 施設サービスの概要 

(1) サービス内容 

種  類 内            容 

食  事 

・栄養と入所者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮しています。 

※日々の体調や本人の希望を考慮し対応いたします。 

（食事時間） 

朝食 ７：００ ～ ９：３０  昼食 １１：３０～１４：００  夕食 １７：３０～１９：３０  

排  泄 

・入所者の心身の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても

適切な援助を行います。 

入  浴 

・週２回の入浴または清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

離床、着替え 

整容等 

・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

・シーツ交換は、１週１回。寝具のクリーニングを年１回実施します。  

口腔衛生 ・入所者の口腔内の状況や身体機能に応じた口腔ケアを援助いたします。 

個別機能訓練 ・身体機能の低下を防止するよう日常生活における身体運動を実施します。 

健康管理 

・嘱託医師により、毎月診察日を設けて健康管理に努めます。 

・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引継ぎ

ます。 

・入所者が協力医療機関に通院する場合は、その介添えについてできるだけ配慮しま

す。 

 （当施設の嘱託医師） 

  病院名 ： 済生会 泉尾病院 

  診療科 ： 循環器内科、消化器内科、腎臓内科、精神科 

 （訪問歯科診療）  

  歯科医院名 ： 谷田歯科医院、あさの歯科医院、福森歯科クリニック分院 

相談及び援助 

・当施設は、入所者およびそのご家族からの相談についても誠意をもって応じ、可能な

限り必要な援助を行うよう努めます。  

（相談窓口）生活相談員  
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社会生活上の 

便宜 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるものと

するため、適宜レクリエーション行事を企画します。 

・主な教養娯楽  クラブ活動（カラオケ、手芸・工作、書道など） 

・主なレクリエーション行事  別に定める施設行事計画のとおり 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、入所者及びご家族の状況によっては、

代わりに行います。 

理髪・美容 

・希望者には、理美容室の出張による理美容サービスをご利用いただけます。 

・料金は実費負担となります。 

日常生活品の 

購入代行 

・入所者及びご家族が自ら購入が困難である場合には、施設の購入代行サービスをご

利用いただけます。 

・主な日用品や菓子類は、２週間に１回、業者を通じて購入いたします。但し、ご希望の

商品が探し出せない場合もございますのでご了承下さい。 

・購入代金については、原則、翌月に請求いたします。 

食事の 

キャンセル 

外出や外泊にて食事をキャンセルされる場合は２日前の１８時までにお申し出くださ

い。それ以降の場合は食費が発生いたします。 

 

5 利用料 

◎ 介護サービス利用料金 （単位：円） 

多床室の１割負担          

要介護度 金額 

＋ 

 居住費 食費 

＝ １日の

利用料 

要介護１ 約６３２円 第１段階 ０円 ３００円 

要介護２ 約７０７円 第２段階 ４３０円 ３９０円 

要介護３ 約７８５円 第３段階① ４３０円 ６５０円 

要介護４ 約８６０円 第３段階② ４３０円 １，３６０円 

要介護５ 約９３４円  第４段階 ９１５円 １，５５８円  

 

従来型個室の１割負担 

要介護度 金額 

＋ 

 居住費 食費 

＝ １日の

利用料 

要介護１ 約６３２円 第１段階 ３８０円 ３００円 

要介護２ 約７０７円 第２段階 ４８０円 ３９０円 

要介護３ 約７８５円 第３段階① ８８０円 ６５０円 

要介護４ 約８６０円 第３段階② ８８０円 １，３６０円 

要介護５ 約９３４円  第４段階 １，２３１円 １，５５８円  

 

＊ ２割もしくは３割負担の場合は、介護サービス費１割負担分の２倍もしくは３倍の金額になります。 

＊ 要介護度、居住費・食費の金額は、市町村発行の認定証により決定されます。 

＊ 利用料金は、介護給付費体系の変更があった場合、変更となります。 

＊ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により給付制限をされている場合は、一旦利用料金の全額

を頂き、領収書とサービス提供証明書を発行いたします。 

それらを介護保険証記載の市区町村の介護保険担当へ提出しますと償還払い等を受けることができま

す。但し、未納期間により給付に差異が生じますのでご注意ください。また、保険料を滞納した場合、事

業者は入所者に対し介護サービスの提供をお断りする場合がありますのでくれぐれもご注意ください。 
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◎ 一定の条件により、利用料（１割負担）に加算される費用  （単位：円） 

項  目 日 額 
該

当 
内          容 

 

 

日常生活継続支援加

算 約３９円 〇 

①新規入所者の内(前６か月又は１２か月)要介護度４～５の割

合が７０％以上である。②新規入所者の内(前６か月又は１２か

月)認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が６５％以上である。

③たん吸引等が必要な利用者(入所中)の占める割合が入所者

の１５％以上である。①～③のいずれかの要件を満たすこと。 

介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその

端数を増すごとに１以上であること。 

※本加算を算定した場合、サービス提供体制強化加算は算定不

可。 

サービス提供体制強化

加算(Ⅰ) 
約２４円  

①介護福祉士８０％以上 ②勤続１０年以上介護福祉士３５％以

上 いずれもサービスの質の向上に資する取り組みを実施して

おり、①または②のいずれかに該当すること。 

※本加算を算定した場合 日常生活継続支援加算は算定不可。 

看護体制加算(Ⅰ) 約５円 〇 
常勤の看護師を１名以上配置していること。定員超過利用・人員

欠如に該当していないこと。 

看護体制加算(Ⅱ) 約９円 〇 

看護体制加算(Ⅰ)に該当すること。看護職員の数が規定数以上

であること。また施設看護職員、若しくは病院との連携により、２

４時間連絡できる体制を確保していること。 

夜勤職員配置加算(Ⅲ) 約１８円 〇 
夜勤時間帯を通じ看護職員又は喀痰吸引等の実地研修を修了

した介護福祉士を１人以上配置していること。 

精神科医師定期的療

養指導 
約６円 〇 

認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占め、精神科

を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行われ

ている場合に算定。 

介護職員処遇改善加

算（Ⅰ） 

１ヶ月の 

総単位数

×０.１４ 

〇 

介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、

介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算。 

指定介護福祉施設サービスを行った場合に算定。 

外泊時費用 約２６４円 △ 協力病院以外への入院及び外泊を認めた場合(月６日限度)。 

初期加算 約３３円 △ 
入所日から３０日以内の期間。３０日以上の入院後の再入所も

同様。 

栄養マネジメント強化

加算 
約１２円  

管理栄養士を規定数以上配置すること。低栄養状態のリスクが

高い入所者に対し、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週３回

以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調

整等を実施すること。低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食

事の際に変化を把握し、問題がある場合は早期に対応するこ

と。厚生労働省へのデータ提出と情報の活用により、ケアの向

上を図る。 

経口移行加算 約３０円  経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合。 

経口維持加算(Ⅰ) 約４２９円  

現に経口により食事を摂取する方で、著しい摂取障害があり誤

嚥が認められる方の経口摂取を維持するための栄養管理を実

施した場合。 

経口維持加算(Ⅱ) 約１０８円  
経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合で、継続的な摂取を支援

するための会議等に医師や歯科医師等が加わった場合。 

ど
ち
ら
か
の
算
定
と
な
り
ま
す
。 
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看取り介護加算(Ⅰ) 

(死亡日以前４５日前～

３１日前) 

約７８円 △ 

医師が終末期にあると判断した入所者についてご本人様または

ご家族様の同意を得ながら看取り介護を行った場合。  

看取り介護加算(Ⅰ) 

(死亡日３０日前～４日

前) 

約１５５円 △ 

看取り介護加算(Ⅰ) 

(死亡日の前日・前々

日) 

約７２９円 △ 

看取り介護加算(Ⅰ) 

(死亡日) 
約１,３７３円 △ 

療養食加算 
約６.３円 

（一食あたり） 
△ 

入所者の病状に応じて療養食が提供された場合。 

１日３食を限度とする。（１日最大約１９円） 

再入所時栄養連携加

算 

約２１５円 

（一回） 
△ 

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは

大きく異なる栄養管理が必要となった場合であって、介護保険施

設の管理栄養士と医療機関の栄養士と連携して、再入所後の栄

養管理に関する調整を行った場合。 

個別機能訓練加算(Ⅰ) 約１３円 〇 
入所者ごとに機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っ

ている場合。 

認知症専門ケア加算

(Ⅰ) 
約４円  

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上が入所者の１００分の５

０以上で、認知症介護実践リーダー研修修了者を対象者が規定

数以上配置し、専門的な認知症ケアの実施。留意事項の伝達ま

たは、技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合。 

認知症専門ケア加算

(Ⅱ) 
約５円  

認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ認知症介護指導

者養成研修修了者を１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの

指導等を実施。介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修

計画を作成し、実施または実施予定であること。 

 

項  目 月 額 
該

当 
内          容 

安全対策体制加算 

約２２円 

（入所時一

回のみ） 

〇 

事故発生防止のための指針の整備、事故が発生した場合等に

おける報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底す

る体制の整備、事故発生防止のための定期的な委員会及び研

修の実施、外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安

全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備

されていること。 

安全対策担当者 ： 今村太 

科学的介護推進体制

加算（Ⅰ） 
約４３円  

入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その

他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省

に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの

提供に当たって、必要な情報を活用していること。 

科学的介護推進体制

加算（Ⅱ） 
約５４円 〇 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の内容に加えて、疾病の状況を

厚生労働省に提出していること。 

褥瘡マネジメント加算 約４円 〇 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクを評価し、その結
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(Ⅰ) 果を厚生労働省に提出し、情報を活用していること。また評価の

結果、褥瘡が発生するリスクがある入所者等に褥瘡ケア計画書

を作成、その計画に従い褥瘡管理を実施し記録していること。 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅱ) 
約１４円 △ 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ褥瘡が発生する

リスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生がないこ

と。 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 約９７円  

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月 2回以

上行い、入所に係る口腔ケアについて、介護職員に対し具体的

な技術的助言及び指導を行った場合。 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 約１１８円  
口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件に加え、厚生労働省へのデータ提

出と情報の活用により、ケアの向上を図る。 

個別機能訓練加算(Ⅱ) 約２２円 △ 

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、厚生労

働省へのデータ提出と情報の活用により、ケアの向上を図る。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可。 

排せつ支援加算(Ⅰ) 約１１円 △ 

排せつに介護を要する入所者等ごとに、医師又は医師と連携し

た看護師が施設入所時等に評価するとともに、その結果を厚生

労働省に提出し、情報を活用していること。また評価の結果、適

切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる者につ

いて、多職種が共同して、排泄に介護を要する原因を分析し、そ

れに基づいた支援計画を作成、支援を継続して実施しているこ

と。※(Ⅰ)～(Ⅲ)は併算不可。 

排せつ支援加算(Ⅱ) 約１６円  

排せつ支援加算(Ⅰ)を満たし、施設入所時等と比較して、排尿・

排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪

化がない。またはオムツ使用ありから使用なしに改善しているこ

と。※(Ⅰ)～(Ⅲ)は併算不可。 

排せつ支援加算(Ⅲ) 約２２円  

排せつ支援加算(Ⅰ)を満たし、排尿・排便の状態の少なくとも一

方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。かつオムツ使用

ありから使用なしに改善していること。※(Ⅰ)～(Ⅲ)は併算不可。 

ADL維持等加算(Ⅰ) 約３３円 〇 

入所者等全員について、利用開始月と翌月から起算して６月目

に ADL 値を測定し、厚生労働省に提出していること。また利用

開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した ADL 利得が

平均して１以上であること。 

ADL維持等加算(Ⅱ) 約６５円  
ADL 維持加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ ADL 利得が平均して２

以上であること。 

令和 6年 4月 1 日より追加された加算 

項  目 月 額 
該

当 
内          容 

特別通院送迎加算 637円/月 〇 

定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者(家族や病院等に

よる送迎が困難である等やむを得ない事由があるものに対し、

施設職員が付き１２回以上の送迎を行った場合。 

協力医療機関連携加

算 

108円/月 

(R6年～) 

54円/月 

(R7年～) 

〇 

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所

者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催している場

合。 
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退所時情報提供加算 268円/回 〇 

医療機関へ退所する利用者等について、医療機関に対して利用

者等を紹介する際、利用者等の同意を得て、当該利用者等の心

身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。 

高齢者施設等感染対

策向上加算(Ⅰ) 
11円/月 〇 

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症対応について

体制を確保していること。また感染症発生時等に医療機関等と

連携し、適切に対応している場合。 

高齢者施設等感染対

策向上加算(Ⅱ) 
6円/月 〇 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から３年に１回

以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地

指導を受けている場合。 

新興感染症等施設療

養費 

240単位/

月 
△ 

利用者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合

に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保した場

合。 

認知症チームケア推進

加算(Ⅰ) 
161円/月 〇 

認知症である利用者が全体の 2 分の 1 以上を占め、認知症に

関する指導に係る専門的な研修を修了した者等を 1名以上配置

し、認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいるこ

と。また計画書等を作成し、定期的な評価を行っている場合な

ど。 

認知症チームケア推進

加算(Ⅱ) 
129円/月 〇 

（Ⅰ）に加えて、認知症介護に係る専門的な研修を修了している

者を 1 名以上配置し、かつ複数人の介護職員から成る認知症に

対応するチームを組んでいる場合。 

退所時栄養情報連携

加算 
75円/回 〇 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者、または低栄

養状態にあると医師が判断した利用者で、管理栄養士が、退所

先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提

供する場合。 

生産性向上推進体制

加算(Ⅰ) 
108円/月  

介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノ

ロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器

等のテクノロジーを 1 つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの

内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごと

に、業務改善の取組による効果を示すデータを提供した場合。 

生産性向上推進体制

加算(Ⅱ) 
11円/月 〇 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安

全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活

動を継続的に行い、見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導

入し、1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を示すデ

ータを提供（オンラインによる提出）した場合 

＊ 該当欄 〇・・・全入所者対象  △・・・該当する入所者対象 

＊ 当園では、「看取りに関する指針」を定め、入所者が重篤な状況となり、「看取り」の介護が必要になった

際には、医師から状況を説明し、指針の内容に基づいてご本人・ご家族の希望により、終末期を迎える

ことができます。その場合の看取り介護加算は、死亡月に死亡日から遡り４５日間を限度としてまとめて

算定されます。よって、施設に入所していない月についても自己負担を請求させてもらうことになる為、

退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があり

ます。 
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＊ ２割もしくは３割負担の場合は、介護サービス費１割負担分の２倍もしくは３倍の金額になります。 

◎  外泊した場合にその期間中負担していただく費用 （単位：円） 介護保険適応 

項  目 日 額 内          容 

外泊時費用 
約２６４円 

（１割負担） 

外泊した翌日から６日間。但し、月末日が加算対象となった場合に

は最大１２日間。 

居住費（多床室） ０～９１５円 
外泊加算の算定中の期間の居住費 

（０円～８５５円は、第１段階～第４段階の額） 

居住費 

（従来型個室） 

３７０円～ 

１,２３１円 

外泊加算の算定中の期間の居住費 

（３７０円～１,２３１円は、第１段階～第４段階の額） 

食費 

１,４４５円 

もしくは 

１,５５８円 

キャンセルが間に合わなかった場合は外泊日の翌日１日分の食

費(１,４４５円もしくは１,５５８円)をご負担して頂きます。（１,４４５円

は第１段階～第３段階の方、１,５５８円は第４段階の方） 

＊ 外泊中の居住費は一月６日間を限度として算定します。但し、その居室を他の者が利用した場合は 

算定いたしません。 

 

◎ 入退院した場合にその期間中負担していただく費用 (単位：円) 介護保険適応外 

項  目 日 額 内          容 

居住費（多床室） ９１５円 入退院日・入院中の居住費 

居住費 

（従来型個室） 
１,２３１円 入退院日・入院中の居住費 

食費 

１,４４５円 

（第１段階～

第３段階） 

 

もしくは 

 

１,５５８円 

（第４段階） 

 

 

入院日１日分または１８時から０時に入院した場合は翌日１日分の

食費１,４４５円もしくは１,５５８円をご負担して頂きます。翌日または

翌々日分は施設が負担いたします。 

退院日につきましては 

１,４４５円－朝食：275 円 昼食：630円 夕食：540円 

１,５５８円－朝食：288 円 昼食：680円 夕食：590円 

※経管栄養に要する費用 

１,４４５円－1日 3回食－1、2 回目 482円 3回目 481円 

1,392円の 1 日 2回食－1 回目 723 円 2回目 722 円 

１,５５８円－1日 3回食－1 回目 520 円 2、3回目 519 円 

1,500円の 1 日 2回の場合－1回 779円 

＊ 入院中の居住費は入院した翌日から６日間を限度として算定します。但し、その居室を他の者が利用 

した場合は算定いたしません。 

 

◎ 実費負担となるもの （単位：円） 

項  目 金額 内          容 

事務代行サービス 
月額 

２,２００円 
※内容については別紙：事務代行サービス参照 

日常生活用品の 

購入代行サービス 
実費 

個人専用として使用するもの。 

入所者及びご家族が自ら購入が困難である場合は施設の購入代

行サービスをご利用いただけます。 

・主な日用品や菓子類は、２週１回、業者を通じて購入いたしま

す。 

・購入代金については、翌月請求いたします。 (ご希望の商品が
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探し出せない場合はご了承下さい。)  

健康管理費 実費 予防接種等を希望した場合（インフルエンザなど） 

日常生活に要する費

用で本人に負担頂くこ

とが適当であるもの 

実費 

入所者が負担することが適当と認められる費用 

・喫茶コーナー利用代金 ・クラブ活動費用 ・行事参加費用 

・レクリエーション費用 ・クッキングサークル参加費用   など 

特別な食事 実費        本人が希望する食事 

◎利用料等のお支払い方法 

届出口座からの引き落としになります。 

◎消費税の課税の有無について 

  介護保険の保険対象サービスやサービスごとの日常生活費は、原則として消費税は課税されません。 

ただし、嗜好品や特別な食事など特別なサービスは課税対象となります。 

 

6 介護サービス情報の公表・・・・・・インターネットにて閲覧ください。 

     介護サービス情報公表システム   https:// www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

 

7 協力医療機関 

医療機関の名称 大阪府済生会 泉尾病院 

院長名 平居 啓治  

所在地 大阪市大正区北村３丁目４番５号 

 電話番号 ０６－６５５２－００９１ 

 診療科 循環器内科、消化器内科、総合内科、免疫内科、糖尿病‣内分泌内科、腎臓内科、小児

科、心臓血管外科、外科‣消化器外科、整形外科‣脊椎外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、

皮膚科、形成外科、泌尿器科、脳神経外科、精神科、麻酔科、呼吸器内科、脳神経内

科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、病理診断科、歯科 

 入院設備 ベッド数４４０床 

 救急指定の有無  有り 

 契約の概要  当施設と泉尾病院とは、利用者の健康管理について嘱託医師契約を締結しており、利用

者に病状の急変があった場合直ちに対応していただくことが出来ます。 

 

医療機関の名称 谷田歯科医院 

院長名 谷田 司幸 

所在地 大阪市大正区泉尾１丁目８番１１号 

 電話番号 ０６－６５５１－８６７７ 

 

医療機関の名称 あさの歯科医院 

院長名 浅埜 正人 

所在地 大阪市大正区三軒家東２丁目３番２４号 

 電話番号 ０６－６５５１－２１１４ 

 

医療機関の名称 福森歯科クリニック分院 

院長名 村井 幹也 

所在地 大阪市福島区鷺洲１丁目７番３９号 ハイグレードマンション１０番

館１Ｆ 
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 電話番号 ０６－６４５９－７２８６ 

8 非常災害時の対策 

非常時の対応   別途定める「消防計画」にのっとり対応を行います。 

 消防署との協力 

 関係 

  大正消防署との間にホットラインによる非常通報装置を設置して 

おり非常時に備えています。 

 平常時の訓練等 

 防災設備 

  別途定める「消防計画」にのっとり毎月夜間および昼間を想定 

した訓練を実施します。 

設備名称 有無等 設備名称 有無等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 あり 

  カーテン・毛布は防炎性能のあるものを使用しております。 

消防計画等   消防署への届出日：令和 7年 1月 30日 防火管理者：今村 太 

 

9 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会       

(面会時間は、 

９：３０から１８：３０) 

  来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届出てください。 宿泊設備

はありません。 

  手土産などのお持ち込みは、利用者本人への物のみとし、他の利用者への配布

は疾病等の問題がある為ご遠慮ください。利用者が管理できない場合は、必ず

職員までお申し出ください。又、アルコールは禁止いたします。 

  生花のお持ち込みは、喘息やアレルギーの原因となる為ご遠慮ください。 

外出・外泊   外泊・外出の際には必ず所定の届けを提出してください。 

 嘱託医師以外の 

 医療機関への受診 
  症状に応じて、協力病院へ紹介します。 

 居室・設備・器具の 

 利用 

  施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 これに反した

ご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 

喫煙・飲酒 全館禁煙のため、喫煙はできません。飲酒については行事食などの他は、日々の

飲酒はできません。 

迷惑行為等   騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、 

むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理   所持品については、個人スペースに収納できる量（介護ができる 

  スペースは開けておくこと）とし、持ち物にはすべて名前を記入して 

ください。 名前の記入されていない所持品の紛失は、一切責任を負いません。 

危険な刃物類の持込はご遠慮ください。 ※強いご希望により安全なハサミや爪

切りなどを持ち込まれた場合は安全の為に日々職員にて確認させていただきま

す。必ず申出てください。 

現金等の管理   入所者自身の責任において管理してください。紛失・盗難等、事故 

の責務は一切負いません。   

 宗教活動・政治活動   施設内で他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮 

  ください。 

動物飼育   施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。 
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10 ご利用時にお持ちいただくもの 

入所時の持ち物 

 

 

衣類は、季節ごとに入

れ替えてください。ま

た、洗濯できない物や

高価なものは控えてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険被保険者証 

介護保険負担限度額認定証 

介護保険負担割合証    

医療保険証      （一式） 

身体障害者手帳   （所有している方） 

診療情報提供書   （協力病院への引継ぎのため） 

看護サマリー     （病院などから入所される方） 

現在必要なお薬   （２週間分） 

タオル ５枚  

バスタオル ４枚  

肌着 ５組  

靴下 ５足  

日常着 ５組  

寝巻き（パジャマ）  必要な方 

上履き １足 歩きやすい靴 

洗面用具  必要な方 （男性は、電気カミソリ） 

日用品  目覚まし時計やﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰなど 

 

11 事故発生時の対応      

施設は事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。 

（1） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針

を整備します。 

（2） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分

析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。 

（3） 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。 

（4） 安全対策担当者   今村 太 

 

 当施設が利用者に対して行う施設介護サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに入

所者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 又、当施設が入所者に対して行った施設介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合

には、損害賠償を速やかに行います。 

 

12 苦情申立先 

［事業者の窓口］ 

大正園  

所在地 大阪市大正区北村３－４－３ 

電話番号 ０６－６５５２－３３２３ 

FAX番号 ０６－６５５２－３８６１ 

受付時間 午前１０時～午後５時 

［区の窓口］ 

大正区保健福祉課 

介護保険グループ 

所在地 大阪市大正区千島２－７－９５ 

電話番号 ０６－４３９４－９８５９ 

FAX番号 ０６－６５５３－１９８６ 

受付時間 午前９時～午後５時３０分 （土日祝は休み） 

［公的団体の窓口］ 

大阪府国民健康保険

所在地 大阪市中央区常磐町１－３－８ 

中央大通 FNビル内 11階 



- 13 - 

団体連合会介護保険

室介護保険課 

電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

受付時間 午前９時～午後５時 （土日祝は休み） 

［市の窓口］ 

大阪市福祉局高齢者

施策部介護保険課 

指定・指導グループ 

所在地 大阪市中央区船場中央３－１－７－３３１ 

（船場センタービル 7 号館 3階） 

電話番号 ０６－６２４１－６３１７ 

受付時間 午前９時～午後５時３０分 （土日祝は休み） 

※フロアの入口など、館内の 3 箇所に『大正園ご意見箱』を設けています。気付いたことをお書入れください。 

 

13 苦情体制について 

 社会福祉法第８２条の規定により、本事業所では入所者からの苦情に適切に対応する体制を整えていま

す。これにより苦情解決に努めていきます。 

1. 苦情解決責任者          鵜瀬 智美 

2. 苦情受付担当者          今村 太  ・  近澤 久美 

3. 第三者委員              小森つき子 

4. 苦情解決の方法 

（1） 苦情の受付 

     苦情は面接、電話、書面、などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお第三者委員に直接

苦情を申し出ることもできます。 

（2） 苦情の受付の報告・確認 

     苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への

報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、

報告を受けた旨を通知します。 

（3） 苦情解決のための話し合い 

     苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、

第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお第三者委員の立会いによる話し合いは、

次により行います。 

    ア 第三者委員による苦情内容の確認 

    イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

    ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

（4） 大阪府の「運営適正化委員会」の紹介 

    本事業者で解決できない苦情は、大阪府社会福祉協議会に設置された運営適正化委員に申し出る

ことができます。 

 

14 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施あり 実施年月日 令和   年   月   日 

評価機関名称 

 

結果の開示 □ あり           □ なし 

実施なし  現在、第三者評価を実施しておりませんが、提供するサービスの質の向上を図るために

当施設では、大阪市自主点検表の確認と半年に一回、自己評価を実施しています。  
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15 高齢者虐待防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回程度、定期的に開催するともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

(2) 施設における虐待防止のための指針を整備します。 

(3) 虐待を防止するための研修等を通じて、職員の人権意識の向上・知識や技術の向上に努めます。 

(4)  前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

(5) 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

(6) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者等の権利

擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

16 身体的拘束等原則禁止について 

(1) 事業者は、サービスの提供にあたり、当該入所者又は他の入所者などの生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為は行いません。 

(2) 事業者は前項の身体的拘束等を行なう場合には、次の手続きにより行います。 

●身体的拘束廃止委員会を設置します。 

●「身体的拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体的拘束等に係る態様及び時間、その際の利

用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

17 個人情報保護方針及び当施設での利用者個人情報の利用目的について 

  別添資料参照 

 

18 衛生管理について 

 (1)  施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行います。 

2 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる必要な措置を講じます。 

（2） 施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を 1月に 1

回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図り

ます。 

（3） 施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備します。 

（4） 施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施します。 

（5） 前 3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の

対処等に関する手順に沿った対応を行います。 

 

19 業務継続計画について 

 (1) 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提

供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(2) 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

(3) 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の見直しを行います。 

 

20ハラスメント対策について 

  ハラスメントに対するために次に掲げる措置を講じます。  
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(1) 暴言・暴力・ハラスメントに対する組織・地域での適切な対応を図ります。  

(2) 職員に対する暴言・暴力・ハラスメントを防止し、啓発・普及するための研修を実施しています。  

(3) 暴言・暴力・ハラスメント行為が利用者やその家族から、職員に対してあった場合には 解約するだけ

でなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあります。  

【具体的な暴言・暴力・ハラスメントの例】 

   暴力又は乱暴な言動  ・殴る ・蹴る ・物を投げつける ・刃物を向ける 

 ・怒鳴る ・奇声や大声を発する など  

ハラスメント行為     ・不必要に体を触る 手を握る ・腕を引っ張り抱きしめる  

・卑猥な画像や動画を繰り返し見せる など  

その他            ・職員や他者の個人情報を求める ・ストーカー行為 など 

 

21 看取り介護について 

別添資料 「看取り介護についての説明書」「看取りに関する指針」参照 

 

22 残置物引取人 

契約終了・居室退去後の入所者の残置物は、契約者又は保証人の方を残置物引取人に定めます。 

  

 

私は､本書面に基づいて事業者の職員 

(職名  生活相談員  氏名                  印)から上記重要事項の説明を受け同意・交付したこ

とを確認します（施設入所契約における、施設使用の際の留意事項及び看取り介護指針を含む）。 

 

 

令和   年   月   日 

 

入所者 住所                        

 

 氏名                      印 

 

入所者の家族等 住所                        

 

 氏名                      印      続柄       


